
岩手県告示第876号 

 屋外広告物条例（昭和46年岩手県条例第44号）第27条第１項の規定により、屋外広告物講習会を次のとおり開催する。 

  平成20年12月26日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 講習会の日時及び場所 

(１) 日時 平成20年２月12日及び13日（２日間） 

(２) 場所 盛岡市勤労福祉会館４階 401及び402会議室 

２ 受講手続 受講申請書を平成21年１月５日から平成21年１月30日までに岩手県県土整備部都市計画課に提出すること。 

３ その他 詳細については、岩手県県土整備部都市計画課又は最寄りの広域振興局土木部、広域振興局総合支局土木部若しくは

広域振興局総合支局土木部の土木センター若しくは地方振興局土木部若しくは土木事務所に問い合わせること。 
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